
別添１

令和7年1月16日

協議会名： 五泉市地域公共交通活性化協議会

評価対象事業名： 地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金

①補助対象事業者等 ②事業概要
③前回（又は類似事業）の
事業評価結果の反映状況

⑥事業の今後の改善点
（特記事項を含む）

泉観光バス㈱
みどりハイヤー㈱

ごせん乗合タクシー
「さくら号」
（五泉東エリア）

・市広報・HP・時刻表を活用した
各種周知活動を継続した。
・高齢者を対象とした利用促進活
動として、免許返納高齢者への制
度説明を継続実施した。また、福
祉部局との連携により高齢者向
けの出前講座を実施した。
・令和７年度の予約システムの更
新に向け、類似市町村のシステ
ム導入状況の調査を行い、システ
ムの仕様の検討を行った。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

A

輸送人員の目標値である前年
比100％以上に対し、100.1％で
あり目標を達成した。
当該エリアに立地している工業
団地への通勤利用者、障がい
者福祉施設等の利用者が多い
状況である。

・市広報・HP・時刻表を活用した各
種周知活動を継続する。
・高齢者向けの利用促進活動。（免
許返納高齢者への制度説明、高齢
者向けの出前講座）を継続する。
・R7年8月の予約システムの更新に
あたり、スムーズに新システムへ移
行できるよう、運行事業者および運
行管理業務受託事業者と連携をと
りながら作業の進捗を図る。

泉観光バス㈱
みどりハイヤー㈱

ごせん乗合タクシー
「さくら号」
（五泉西エリア）

・市広報・HP・時刻表を活用した
各種周知活動を継続した。
・高齢者を対象とした利用促進活
動として、免許返納高齢者への制
度説明を継続実施した。また、福
祉部局との連携により高齢者向
けの出前講座を実施した。
・令和７年度の予約システムの更
新に向け、類似市町村のシステ
ム導入状況の調査を行い、システ
ムの仕様の検討を行った。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

C

輸送人員の目標値である前年
比100％以上に対し、88.4％で
あり目標を達成できなかった。
特に80代の利用者の減少が顕
著であり、これは特定の高頻度
利用者が利用しなくなったこと
等に起因するものである。

・市広報・HP・時刻表を活用した各
種周知活動を継続する。
・高齢者向けの利用促進活動。（免
許返納高齢者への制度説明、高齢
者向けの出前講座）を継続する。
・R7年8月の予約システムの更新に
あたり、スムーズに新システムへ移
行できるよう、運行事業者および運
行管理業務受託事業者と連携をと
りながら作業の進捗を図る。

泉観光バス㈱
みどりハイヤー㈱

ごせん乗合タクシー
「さくら号」
（村松エリア）

・市広報・HP・時刻表を活用した
各種周知活動を継続した。
・高齢者を対象とした利用促進活
動として、免許返納高齢者への制
度説明を継続実施した。また、福
祉部局との連携により高齢者向
けの出前講座を実施した。
・令和７年度の予約システムの更
新に向け、類似市町村のシステ
ム導入状況の調査を行い、システ
ムの仕様の検討を行った。

A
事業が計画に位置づけら
れたとおり、適切に実施さ
れた。

C

輸送人員の目標値である前年
比100％以上に対し、90.9％で
あり目標を達成できなかった。
特に50代と80代の利用者の減
少が顕著であり、これは特定の
高頻度利用者が利用しなくなっ
たこと等に起因するものであ
る。
また、R6.4から本格運行してい
る通院サポートタクシーも影響
していると考えられる。

・市広報・HP・時刻表を活用した各
種周知活動を継続する。
・高齢者向けの利用促進活動。（免
許返納高齢者への制度説明、高齢
者向けの出前講座）を継続する。
・R7年8月の予約システムの更新に
あたり、スムーズに新システムへ移
行できるよう、運行事業者および運
行管理業務受託事業者と連携をと
りながら作業の進捗を図る。

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

④事業実施の適切性 ⑤目標・効果達成状況

資料１



地域の交通の目指す姿
（事業実施の目的・必要性）

　五泉市においては、平成21年度に策定した「五泉市地域公共交通総合連携計画」に基づき、平成22年10月より、地
域公共交通活性化・再生総合事業を活用した、ふれあいバス（基幹バス）、ごせん乗合タクシーさくら号の実証運行を
行い、平成24年4月より本格運行に移行した。また、令和2年3月に策定した「五泉市地域公共交通網形成計画」に基づ
き、将来にわたる市民の移動手段の維持・確保を目指す。現在、ふれあいバス（基幹バス）が村松地区と五泉地区を
連絡する1路線、ごせん乗合タクシー「さくら号」（デマンド乗合タクシー）が、市内全域（五泉東エリア、五泉西エリア、村
松エリア）に導入され、通勤・通学者や高齢者等を中心とした地域住民の生活交通を担っている。
　これらの背景をふまえ、地域公共交通確保維持事業により、ごせん乗合タクシー「さくら号」（デマンド乗合タクシー）運
行を引き続き確保・維持することで、住民の生活交通手段を存続させていくことが必要である。

別添１－２

事業実施と生活交通確保維持改善計画との関連について

令和7年1月16日

協議会名： 五泉市地域公共交通活性化協議会

評価対象事業名： 地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金


